
2025 年 6 月 23 日 

 

ENEOS 株式会社 

 

堺製油所ガス漏洩事故における事故調査委員会の設置について 

 

5 月 17 日（土）に当社堺製油所にて発生しましたガス漏洩事故（以下、本事故）につきましては、お

亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族に対し心よりお悔やみ申し上げます。また、負傷

された方、近隣住民の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷惑をおか

けしましたことを、深くお詫び申し上げます。 

 

当社は、本事故に関し、外部有識者を含む事故調査委員会を下記のとおり設置いたしましたので、お知

らせします。  

記 

1. 設置日 

2025 年 6 月 19 日 

 

2. 設置目的 

本事故にかかる事実関係、原因究明および再発防止策に関する調査 

 

3. 委員構成（敬称略） 

＜委員長＞ 

（一社）京葉人材育成会 代表理事・会長、東京大学工学系研究科 非常勤講師 中村 昌允 

  ＜委員＞ 

横浜国立大学 上席特別教授 / 名誉教授 三宅 淳巳 

        特定非営利活動法人 保安力向上センター 常務理事 若倉 正英 

  当社 常務執行役員 荒木 信之 

  当社 常務執行役員 寺本 光司 

  当社 執行理事 製造部長 山中 啓司 

  当社 環境安全部長 五内川 真 

  ＜オブザーバー＞ 

経済産業省 中部近畿産業保安監督部 近畿支部 

大阪府 消防保安課 

堺市 消防局 

高圧ガス保安協会 

 

4. 今後の対応 

事故調査委員会の報告を踏まえ、原因に基づく再発防止策等を公表する予定です。 

 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ先】 

広報部メディアリレーショングループ 03-6257-7150  pr@eneos.com  https://www.eneos.co.jp/ 
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